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清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Instagram

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」をつけ
て清瀬の素敵な写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

★さしあげます：ベビーバス、ベビーベッド、リクライニング付きお風呂用ベビーチェア
★ゆずってください：今回はありません申 問10月17日午前9時から電話で消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

今月開催の委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 傍聴

第1回清瀬市郷土博
物館協議会

10月20日㈭
午後2時～4時

市役所
本庁舎

郷土博物館
☎042-493-8585

直
接
会
場
へ

第2回清瀬市廃棄物
減量等推進審議会

10月24日㈪
午前10時～

松山地域
市民センター

環境課ごみ減量推進係
☎042-493-3750

第5回清瀬市補助金
適正化検討委員会

10月25日㈫
午後6時30分～

市役所
本庁舎

財政課財政係
☎042-497-1810

第10回清瀬市まちづ
くり委員会

10月26日㈬
午後6時～

市役所
本庁舎

シティプロモーション課
市民協働係☎042-497-1803

ふるさと納税返礼品　取扱事業者
　ふるさと納税制度により清瀬市に
寄附された方への返礼品を提供して
いただける事業者を募集します。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談
2日㈬・9日㈬・16㈬
午後1時～4時30分(30分7枠)
※23日㈬は祝日のため実施しません。

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー（
６
階
）

シティプロモーション
課市民協働係
☎042-497-1803
対市内在住・在勤・
在学の方

※10月17日 ㈪ 午 前8
時30分から各相談日
前日の午後5時まで
受け付け。

※同一種類の相談は1
か月に1回のみ、かつ
同一年度内に3回ま
でです。

※新型コロナウイルス
感染拡大防止対策と
して、 相 談 時 には、
マスクの着用、手洗
いまたは手指の消毒
にご協力ください。
また、受け付け時に
は検温し、体調チェ
ック票へのご記入も
お願いします。

人権身の上相談 2日㈬午後1時～3時
（40分3枠）

◆職場や学校での不当な差別、地域や家庭でのトラブル、
インターネットにおける誹謗中傷など人権に関わる相談を
広く受け付けています。
土地家屋調査士相
談（境界・測量・登記）10日㈭午後1時～3時

（いずれも30分4枠）
不動産取引相談

年金・労働相談 9日㈬午前9時30分～11時30分
（40分3枠）

司法書士相談（登記
・相続・遺言）

9日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談 16日㈬午前9時30分～11時30分
（いずれも30分4枠）行政書士相談（相続

・遺言書等の手続）
行政相談 16日㈬午後1時～3時（30分4枠）

交通事故相談 16日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防災防犯係
☎042-497-1848

直母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎042-492-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

予電教育相談
毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
※受け付けは午後4時30分まで。

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526
※電話予約は午前9
時から受け付け。
※2回目以降はオンラ
イン相談も可能。詳
しくは上記へお問い
合わせください。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談 1日㈫・11日㈮・15日㈫・17日㈭・25
日㈮・29日㈫午前10時～午後4時

男女共同参画センター（アイ
レック）☎042-495-7002
※原則女性のみ。
※電話予約は平日午前8時
30分～午後5時に受け付け。
※しごと相談は申
込みフォームから
も申込み可能。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 17日㈭午後5時～9時

DV相談 2日 ㈬・9日 ㈬・10日 ㈭・16日 ㈬・24
日㈭・30日㈬午前10時～午後4時

法律相談 8日㈫・22日㈫午後2時～4時10分

しごと相談 4日㈮・21日㈪午前10時～午後3時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後4時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎042-495-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレア
ビル

（4階） 

清瀬・ハローワーク就
職情報室
☎042-494-8609

月の11 予＝予約　直＝直接　電＝電話

【応募期間】10月14日㈮～31日㈪
【募集条件】市内に事業所がある企業
や個人事業者など【応募方法】返礼
品取扱事業者申込書（市ホームペー
ジからダウンロード可）に記入し、
清瀬商工会またはJA東京みらい清
瀬支店指導経済課窓口へ 問産業振興
課産業振興係☎042-497-2052
女性広報誌「Ms.スクエア」編集委員
　「Ms.スクエア」は、男女共同参画社
会への理解や関心を深めることを目的
に年2回発行しています。誌面は一般
公募による女性編集委員6人が作成し
ています。このたび、編集委員を募集
します。保育（生後6か月～未就学児）
もあります。 対18歳以上の女性で、令
和4年度に当センターで実施する文章
講座を受講した方（未受講者応相談）
【募集人数】3人【活動内容】月に2～3回
2時間程度の編集会議への出席、原稿
の企画・取材・作成など【任期】2年間
【謝礼】1号につき1万円程度(税込み） 
申  問12月2日（必着）まで
に、右記申込みフォーム
または「私がMs.スクエア
で実現したいこと」を800
字程度にまとめ、住所・氏名・年齢・
職業・電話番号を記入のうえ、直接窓
口または郵送、ファクスで男女共同参
画センター☎042-495-7002Ｆ042-
495-7008へ

人権擁護委員に丹羽氏再任
　10月1日付けで丹羽英明氏が人権擁
護委員に再任されました。清瀬市の人
権擁護委員は、丹羽英明氏・池田厚子
氏・三浦廣三氏・牧井任子氏の4人です。
人権擁護委員による市民相談「人権身
の上相談」（予約制）は、10月を除く毎
月第1水曜日の午後に行われており、
市民の皆さんからの相談に丁寧に対応
しています。 問シティプロモーション
課市民協働係☎042-497-1803

街路灯電気料の助成
　自治会などで設置している街路灯
の電気料（3～9月分）の補助申請を
受け付けます。市に届出をされてい
る代表の方に申請書を送付します。
申請書が届かない方や、新たに申請
をする方は、下記へご連絡ください。
 【提出期限】11月11日㈮ 問道路交通
課交通安全係☎042-497-2096

令和4年全国地域安全運動
　各地域の防犯協会をはじめとする
民間協力組織・団体などと警察が連
携し、犯罪や事故のない安全で明る
く住みよい地域社会の実現を推進す
る運動です。【スローガン】守ろうよ 

令和4年8月生まれ 
新米ママと赤ちゃんの会　

　同じ地域に住み、同じくらいの月
齢の第1子を持つママたちの出会い
と交流の場です。 日11月1日㈫・8
日㈫・15日㈫午前10時～正午、22
日㈫午後1時30分～3時30分（4回連
続講座） 場きよせボランティア・市
民活動センター 費各回500円（清瀬
市子育て・キラリ・ク
ーポン券が使えます）
 申 問NPO法人ウイズアイ
☎042-452-9765Ｍ aiai＠
with-ai.netへ

女性のためのピアサポート交流会
◆第4回　ひとり親家庭のこそだて
　「そんなに頑張らなくていいよ、　
　みんなどうしてる？シングルママ
　のお話会」
対ひとり親の女性。先着6人 日11月12
日㈯午前10時～正午 場きよせコワー
キングスペース「ことりば」 内ミニ講
座・交流会【協力団体】ひとり親の会
立川みらい 申11月9日ま
でに右記申込みフォーム
から 問NPO法人ダイバー
シティコミュ☎042-508-
2650（平日午前9時～午後5時）Ｍinfo@
diversitycommu.com
※保育あり（先着10人、6か月～未就
学児、要予約）。

スマイルベビーきよせ 
すくすく赤ちゃんクラス（個別）
　助産師が授乳相談をお受けしま
す。 対産後1～7か月未満の方。先着
3人 日11月21日㈪①午後1時15分～②
午後2時5分～③午後2時55分～（各
30～40分） 場市役所本庁舎 持母子健
康手帳、お子さんのお出かけグッズ、
バスタオル 申 問電話で子育て支援課
母子保健係☎042-497-2077へ

スマイルベビーきよせ 
プレママ準備クラス（個別）

　助産師が母乳育児や出産に向けて
のご相談をお受けします。 対妊婦さ
んとそのパートナー（おひとりでの参
加も可） 先着3組 日11月21日㈪①午後
1時15分～②午後2時5分～③午後2時
55分～（各30～40分） 場市役所本庁
舎 持母子健康手帳 申 問電話で子育て
支援課母子保健係☎042-497-2077へ

わたしの好きな 街だから 期10月11
日㈫～20日㈭ 問東村山警察署生活
安全課☎042-393-0110（代表）

国民健康保険傷病手当金 
適用期間の延長　

　清瀬市国民健康保険被保険者が、
新型コロナウイルス感染症に感染し
た場合や発熱などの症状があり感染

が疑われた場合、その療養のため労
務に服することができなかった期間
（一定の要件あり）があった際に、傷
病手当金を支給しています。
【適用期間】12月31日㈯まで 問保険
年金課国保係☎042-497-2047
※申請する前に必ず上記へご相談く
ださい。相談後、申請書などをご自
宅へ送付します。

申込みフォーム

申込みフォーム

ウイズアイホ
ームページ

　 ひとり親の養育費確保の支援 
　　市は、養育費を確実に受け取る
枠組みを整え、養育費の取り決め
内容の継続した履行確保のため、
手続き開始に伴う経費を補助します
（上限額あり）。申請の際は必ず事
前にご相談ください。
 対市に住民登録があるひとり親の方
（その他条件あり）
【補助内容】①保証契約締結経費
…養育費保証会社と保証契約を締
結する際に要した経費（上限5万円）
②公正証書等作成経費
…養育費に関する公正証書等の作
成に要した経費（上限4万3千円）
③戸籍抄本等取得経費

…家庭裁判所の調停申立て及び裁
判に要する戸籍抄本等添付書類取
得経費、収入印紙代、連絡用の郵
便切手代に要した経費（上限7千
600円） 申 問養育費保証契約を締
結した日、公正証書等を作成した
日または家庭裁判所の調停申し立
て及び裁判の日以降6か月以内
に、申請書と必要書類を添付し、
直接窓口または郵送で子育て支援
課助成係☎042-497-2088へ
※詳しくは市ホームペ
ージを確認してください。
※年度途中で受付を終
了する場合があります。詳しくはこちら

養育費の受け取り　どうしたらいいの？養育費の受け取り　どうしたらいいの？


